
第４期 男鹿市地域福祉計画 概要版 
 

認め合い  支え合い 

みんなで描く地域福祉のまちづくり 
 

計画期間 令和８年度から令和１２年度 

 

  近年、少子高齢化や核家族の増加、地域コミュニティの希薄化、災

害時の備えなど、地域における日常生活上の課題は多様化・複雑

化しています。 

  このような地域の課題解決に向けて、すべての市民が手を取りあ

って取り組むことにより、地域の福祉力を高め、共生社会の地域づ

くりへとつながるよう、この計画を策定しました。 

 

１ 計画の概要 

 

【基本理念】 

認め合い 支え合い みんなで描く地域福祉のまちづくり 

 

基本目標 １  みんなが役割をもち、参加してつくる共生社会の地域づくり 

誰もが役割をもちながら、自分たちの暮らす地域を自分たちでともにつく

る、地域共生社会を目指します。 

〔主な方策〕 

  市民参加と協働の地域づくり 

  多世代交流やサロン活動の推進 

  ボランティアなど市民活動が積極的に行われる地域づくり 

  社会福祉法人や企業などの地域貢献の推進 

 

 

基本目標 ２  丸ごと相談ができる仕組みづくり 

誰もが「他人事」を「我が事」として捉える意識を高めます。 

〔主な方策〕 

  身近なところで気づき、つながり、丸ごと相談ができる体制づくり 

  多機関が連携した包括的な支援体制づくり 

  生活困窮者の自立支援の促進 

基本目標 ３  住み慣れた地域で安心安全に暮らせる地域づくり 

互いの人権を認め合い、尊重し、誰もが平等で明るく幸せに暮らせる社会

を築くために人権教育・啓発を行うとともに、権利擁護のための制度の周知

と利用援助を行います。 

〔主な方策〕 

  互いの人権を認め合い尊重していく地域づくり 

  災害や緊急時に、互いに支え合い助け合える地域づくり 

  教育、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなど生活関連分野が連携し、安

心して暮らせる環境づくり 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

【ひなんさんぽの会】  

となり近所誘い合っ

て、さんぽをしながら避

難経路を確認します。 

健康づくり、地域づく

りにもつながります。 

1



   ２ 第４期計画からの新たな取組等 

① 地域福祉の概念の明確化 

住民が地域福祉に求める機能は、それぞれの立場や状況によって異なりま

す。住民相互の理解を深めるため、地域福祉に求められる主な機能について

明記しました。 

  支援を必要とする人をもれなく把握する仕組みがある。 

  住民誰もが「居場所」と「役割」を見出して参加し、それぞれの人が持つ

能力をできる限り発揮できる環境がある。 

  従来の近隣住民同士の助け合いに加えて、地域全体で支え合うコミュ

ニティがある。 など 

② 自助・共助・公助について 

地域福祉の推進にあたっては、「自助」、「共助」、「公助」の連携が基本とな

ります。市民の皆様の理解を深め、それぞれの取組が推進されるよう、「自

助」、「共助」、「公助」のポイントを明記しました。 

  「自助」・・・自分や家族による自助努力。近隣住民や行政機関に支援を

求めることも「自助」の一つです。 

  「共助」・・・近隣の住民同士や地域で活動する団体同士の支え合い・助

け合いで地域課題の解決を図ることを「共助」といいます。 

  「公助」・・・行政が行うサービスや支援など。行政は「自助」や「共助」を

支援するとともに、公的な支援活動をしっかりと取り組んでいきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手話奉仕員養成講座】 

 手話による簡単な会話ができる

ようになります。地域で暮らす聴覚

障害者のコミュニケーション支援

（ボランティア活動）につながること

を期待しています。 

③ 介護サービスの「お世話型」から「自立支援型」への転換による自

立と幸福度の向上を図る取組（多世代交流やサロン活動の推進） 

  お世話型から機能回復に向けた自立支援型のサービスへの転換を図

り、高齢者の生活を支えます。 

④ ヤングケアラーの実態把握と適切な支援の推進（丸ごと相談でき 

る仕組みづくり） 

  関係機関と連携し、丸ごと相談できる仕組みづくりを推進します。また、

地域住民が身近な圏域で課題に「気づき」、専門機関につないで一緒

に支援していく意識を高めます。 

⑤ 福祉防災の推進（災害や緊急時に、互いを支え助け合える地域づ 

くり） 

  災害発生時における福祉・介護事業所の相互の協力応援体制の整備を

整備します。 

  災害発生時、円滑に災害ケースマネジメント（生活再建支援）を行うた

めの体制を整備します。 

  避難行動要支援者本人・家族を中心に、地域住民、関係機関、市が連携

し、個別避難計画を作成し、誰ひとり取り残さない地域づくりを推進し

ます。 

⑥ 関係計画の策定と包含 

国や県、当事者団体等と連携・協働してさらなる地域福祉の充実を図るた

め、つぎの計画を策定し、本計画に組み込みます。 

  男鹿市成年後見制度利用促進計画 

  男鹿市孤独・孤立（ひきこもり）対策推進計画 

  男鹿市再犯防止推進計画 

 

 

男鹿市役所 福祉課 電話番号 0185-24-9117 

2


